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●不納欠損額 

返還金（８件）     2,119,850円 

 私会計学校給食費（23件）  1,202,546円 

計   3,322,396円 

●収入未済額 

  災害援護資金貸付金元利収入（23件）  7,165,083円 

医療介護従事者修学資金貸付金収入（１件）   387,000円 

奨学金貸付金収入（490件） 32,791,104円 

大東町黒毛和種繁殖雌牛貸付金収入（１件）   446,040円 

市営住宅浄化槽等管理料（11件）   213,200円 

返還金（296件）  50,874,484円 

雑入（１件）  928,200円 

行政代執行所有者負担金（２件）  7,172,970円 

 私会計学校給食費（６件） 170,735円  

計  100,148,816円 

22款 市債                                          (単位：円) 

年度 
予算現額 

(A)

調定額 

(B)

収入済額 

(C)

不 納 

欠損額 

(D)

収 入 

未済額 

(B-C-D)

収入率(%) 

対予算 

(C/A)

対調定 

 (C/B)

４ 8,893,103,000 7,039,903,000 7,039,903,000 0 0 79.2 100.0 

３ 7,549,213,000 5,361,913,000 5,361,913,000 0 0 71.0 100.0 

比較増減 1,343,890,000 1,677,990,000 1,677,990,000 0 0     

増減率(%) 17.8 31.3 31.3 － －

（【参考資料８】地方債発行額及び年度末現在高の推移 Ｐ56参照）

＜市債の収入状況＞                 （単位：円）  

区  分 ４年度 ３年度 比較増減 

項 目 金  額 
構成比 

(%)
金  額 

構成比

(%) 
金  額 

増減率

(%) 

市 

債 

総 務 債 1,278,903,000 18.2 2,080,513,000 38.8 △ 801,610,000 △ 38.5

民 生 債 106,800,000 1.5 50,500,000 0.9 56,300,000 111.5

衛 生 債 35,300,000 0.5 58,300,000 1.1 △ 23,000,000 △ 39.5

労 働 債 1,200,000 0.0 29,100,000 0.5 △ 27,900,000 △ 95.9

農 林 債 398,100,000 5.7 307,100,000 5.7 91,000,000 29.6

商 工 債 43,500,000 0.6 28,600,000 0.5 14,900,000 52.1

土 木 債 1,854,400,000 26.3 1,631,700,000 30.4 222,700,000 13.6

消 防 債 258,400,000 3.7 278,700,000 5.2 △ 20,300,000 △ 7.3

教 育 債 2,697,200,000 38.3 867,200,000 16.2 1,830,000,000 211.0

災 害 復 旧 債 366,100,000 5.2 30,200,000 0.6 335,900,000 1,112.3

合  計 7,039,903,000 100 5,361,913,000 100 1,677,990,000 31.3
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３ 財 産 

 公有財産 

 公有財産の決算年度末現在の状況は、次のとおりである。  

区  分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 
増減率 

（%） 

土 地 

行政財産 12,932,832.54㎡ △ 36,839.08㎡ 12,895,993.46㎡ △ 0.3

普通財産 90,891,893.63㎡ 15,795.31㎡ 90,907,688.94㎡ 0.0

計 103,824,726.17㎡ △ 21,043.77㎡ 103,803,682.40㎡ 0.0

建 物 

行政財産 669,903.55㎡ 8,300.00㎡ 678,203.55㎡ 1.2

普通財産 77,459.84㎡ △ 922.48㎡ 76,537.36㎡ △ 1.2

計 747,363.39㎡ 7,377.52㎡ 754,740.91㎡ 1.0

山 林 

  ※

面  積 86,295,163.10㎡ △ 2,126.00㎡ 86,293,037.10㎡ 0.0

立木推定

蓄 積 量
2,489,059.00㎡ 26,527.00㎡ 2,515,586.00㎡ 1.1

物 権 

温 泉 権 1件 0件 1件 －

地 上 権 1件 0件 1件 －

計 2件 0件 2件 －

無 体 財 産 権 2件 0件 2件 －

有 価 証 券 276,462,300円 0円 276,462,300円 －

出 資 に 

よる権利 

出 資 金 3,926,878,677円 732,831,931円 4,659,710,608円 18.7

出 捐 金 390,836,000円 1,360,000円 392,196,000円 0.3

計 4,317,714,677円 734,191,931円 5,051,906,608円 17.0

(※欄は分収権利のある国有林分を含む) 

ア 土 地 

  決算年度中の増減は、行政財産では大東地域の消防屯所敷地、摺沢地区子ども園整備事業敷地及び

地域資源活用総合交流促進施設敷地の取得による増、川崎地域の消防屯所敷地、関が丘アパート敷地

及び特別養護老人ホーム（旧清明支援学校跡地）敷地の用途廃止による減が主なものである。 

  普通財産では旧関が丘アパート敷地、旧清田小学校敷地及び特別養護老人ホーム（旧清明支援学校

跡地）敷地の行政財産の用途廃止による増、旧関が丘アパート敷地及びサンヒル柴宿分譲宅地の売却

による減が主なものとなっている。 

イ 建 物 

  決算年度中の増減は、行政財産では大東、東山、藤沢地域の消防屯所及び統合花泉小学校の新築に

よる増、関が丘アパート及び東山矢ノ森集会施設愛花夢館の用途廃止による減が主なものである。 

  普通財産では、旧関が丘アパート及び旧東山矢ノ森集会施設愛花夢館の行政財産の用途廃止による

増、旧関が丘アパートの売却による減が主なものとなっている。 

ウ 山 林 

決算年度中の増減は、立木推定蓄積量では立木の成長による増、道路改良事業に伴う面積の減が主 

なものである。 
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【参考資料５】

　　不 納 欠 損 内 訳 （ 公 債 権 ）
(単位：円　下段は令和3年度額)

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

17 1,400,750

13 1,078,350

1 17,000

1 186,700

6 1,963,048

4 484,008

2 156,802

1 330,000

8 10,527

0 0

1 18,000

0 0

3 2,000

5 8,600

10 191,258

6 93,615

1 1,442

0 0

116 405,900

92 795,658

31 136,308

26 116,246

4 39,400

3 30,000

46 1,000,500

65 1,275,100

91 202,200

64 96,234

8 10,527

12 16,509

345 5,555,662

292 4,511,020

○　本人死亡の場合は、納税義務を承継する相続人の状況に応じ種別の区分を行った。

○　倒産等には、破産、特別清算、会社更生、民事再生等の法的整理と私的整理(清算型・再生型)を含む。
○　所在不明には、住所・居所不明、相続人不存在、限定承認、活動実態なしの法人等含む。

○　その他には、上記の分類に拠り難い場合に区分する事。
※１　個別の法で「国税滞納処分の例」「国税徴収の例」によるとの規定がある債権は、国税徴収法第153条第４項の規定
※２　個別の法で「国税滞納処分の例」「国税徴収の例」によるとの規定がある債権は、国税徴収法第153条第５項の規定
※３　道路使用料は道路法第73条第５項、下水道受益者負担金は都市計画法第75条、後期高齢者医療保険料は高齢者の医療の確保に関する法律第160条の消滅時効の規定による。

116 354,658 118 1,570,351

○　低所得には、生活保護、リストラによるもの、災害・疾病等による就労困難、低収入によるものなどを含む。
○　負債・事業不振には、税・保険料等の滞納、住宅ローン、借入金債務の返済の支払いがあったもの、事業不振(外的要因も含む)を含む。

109 3,601,953 2 28,700 0 0

191,258

合計 345 5,555,662

浄化槽使用料 31

8

国保一般被保険
者返納金

10,527

136,308

農業集落排水
施設使用料

8 10,527

19 598,000 2

34 39,400

30,30114 41,841下水道使用料 91 202,200 59 130,058 18

29,400

下水道受益者
負担金

46

1 10,000

373,80028,700 251,000,500

下水道受益者
分担金

31 136,308

6 6 1,963,048

10 191,258

196,40055 162,600 51405,900 10 46,900

1,442

10

1

生活保護法
63条返還金

1,963,048

後期高齢者
医療保険料

116

156,802

1 1,442
国保退職被保険

者返納金

延長保育料
保護者負担金

3

1 18,000

2,00032,000

浄化槽事業受益
者分担金

1 18,000

10,527

こども園利用者
負担金

8

生活保護法
78条返還金

2 2156,802

8 10,527
農業集落排水施

設使用料

　　　　種 別

  債権名

不 納 欠 損 事 由

地方税法
第15条の７第４項

※１

地方税法
第15条の７第５項

※２

地方自治法
第236条第１項

※３

一関市債権管理条例第
13条第１項による放棄

728,7509 610,000

倒 産 等 所 在 不 明 そ の 他
合　　計

債権消滅に至った事由

低 所 得
負　   債
事 業 不 振

2 62,000
保育所利用者負

担金
17 1,400,750

1

6

17,000117,000

5
3



【参考資料６】

　　不 納 欠 損 内 訳 （ 私 債 権 ）

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

0 0

25 2,136,885

0 0

4 2,916,206

0 0

1 416,189

23 1,202,546

51 2,856,759

73 808,678

72 744,330

96 2,011,224

153 9,070,369

　　※１　　一関市債権管理条例（平成27年条例第30号）　抜粋

(1)　債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(2)　破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(3)　私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないとき。

(4)　債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。

受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

ないと認められるとき。

(単位：円　下段は令和３年度額)

　　 　  種 別

 債権名

不 納 欠 損 事 由

合　　計

債権放棄に至った事由

一関市債権管理条例第13条第１項※１ による放棄
個別法令
による
免除

時効の援用
(民法145

条)
低 所 得

負　　 債
事 業 不 振

倒産等 所在不明 その他１号
（生活困窮者）

２号
（破産等）

３号
(時効)

４号 ５号 ６号 ７号

市営住宅
使用料

災害援護資金貸
付金元利収入

大東町黒毛和種
繁殖雌牛貸付金

収入

私会計
学校給食費

23 1,202,546 23 1,202,546

水道料金 73 40 225,362 33 583,316808,678

合計 0 0 0 0 96 2,011,224 0 0 40 225,362 56 1,785,8620 0

　　　　　　　 第13条　市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権並びにこれに係る既に発生した督促手数料及び延滞金又は遅延損害金を放棄することができる。

(5)　債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員か相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を

(6)　令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に債務が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が

(7)　令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から規則等で定める期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行の見込みが

○　低所得には、生活保護、リストラによるもの、災害・疾病等による就労困難、低収入によるものなどを含む。

○　負債・事業不振には、税・保険料等の滞納、住宅ローン、借入金債務の返済の支払いがあったもの、事業不振(外的要因も含む)を含む。

○　倒産等には、破産、特別清算、会社更生、民事再生等の法的整理と私的整理(清算型・再生型)を含む。

○　所在不明には、住所・居所不明、相続人不存在、限定承認、活動実態なしの法人等含む。

○　本人死亡の場合は、納税義務を承継する相続人の状況に応じ種別の区分を行った。

　　　　　 　　 　(債権の放棄)

5
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４年度 ３年度 ２年度 説　　　明

回

自 己 資 本

回 転 率

回

固 定 資 産

回 転 率

％

回

流 動 資 産

回 転 率 　

％

総 資 本 当 年 度 純 利 益

利 益 率 (平均)  総  資  本

％

総    収    益

総    費    用

％

営 業 収 支

比 率

％

企業債償還金対 企 業 債 償 還 金

減価償却額比率 当年度減価償却費

職 員 １ 人 千円

当 た り

営 業 収 益

職 員 １ 人 千円

当 た り

有形固定資産

　　　平均＝(期首＋期末)×1／2

12.

11.

(注)　総資産＝固定資産＋流動資産+繰延資産

　　　総資本＝負債資本合計

　　　自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

　　　総    職    員    数　　　

 医業収益＋介護サービス事業収益

損益勘定所属職員数

18.
有  形  固  定  資  産

8,100

103.1

97.0

×100

営業活動からの採算性を
示すもので、採算性の確
保は100％以上とされてい
る。

減 価 償 却 率

収益性を示すもので、比
率が大きいほどよい。

分析項目

　医業収益＋介護サービス事業収益
1.5

×100

100％以上は黒字、以下は
赤字を示し、比率が大き
いほど経営状態がよい。

算　　式

資産の稼動力を示すもの
で、比率が大きいほどよ
い。

減価償却資産に対する減
価償却額の割合を示す。

自己資本が１年間に何回
位回転するかを示すもの
で、比率が大きいほど資
本が効率的に使われてい
る。

1.6

そ

の

他

比率が小さいほど内部留
保資金（減価償却費）が
起債の償還財源として十
分あることを示す。

16. ×100 123.3

17. 6,534

135.4

6,828

7,485

133.7

6,513

7,618

収

益

率

回

転

率

医業収益＋介護サービス事業収益

総 収 支 比 率

医業費用＋介護サービス事業費用

1.6
(平均)　流動資産　

当年度減価償却額
×100 6.6

医業収益＋介護サービス事業収益

医業収益＋介護サービス事業収益

9.

101.9

×100 95.9

1.0

14.

13.

15.

1.7

103.2

94.4

有形固定資産＋無形固定資産
－ 土 地 - 建 設 仮 勘 定
+ 当 年 度 減 価 償 却 額

10.

0.7

0.7

(平均)　自己資本

(平均)　固定資産

0.7

0.7

6.6

0.7

0.7

7.2

1.2

設備の利用度を示すもの
で、比率が大きいほど設
備の利用度が高い。

164
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